
　�東松山税務署
　アルバイト職員の募集

勤務期間     令和 2 年 1 月中旬～ 3 月末
　　　　 　　  ※土日祝日除く

勤務時間     ① 9時から17時のうち昼休み 
（1時間）を除く5時間～6時間

　  　　　　② 10時から15時のうち3～4時
間（昼休みなし）

　　  　　　　※確定申告相談会場のみ

勤務内容    ① 納税者のパソコン操作補助ま
たは事務補助等

　　　　　  ②納税者のパソコン操作補助

勤務場所     東松山税務署又は東松山市民文
化センター（確定申告相談会場）

　　　  　　※ ②の勤務場所は東松山市民文化セ
ンターのみ

時  給  等     ① 1,020 円（納税者のパソコ
ン操作補助）

　　　　  　② 1,000 円（事務補助等）
　  　　　　※ 通勤手当は当署規定により支給

募集人数     40 名程度 ※定員になり次第締切

申込方法     面接日を決定しますので、事前
に問合せ先まで電話連絡をお願
いします

問  〒 355-8604　東松山市箭弓町 1-8-14
　　東松山税務署総務課　☎ 22-0990
　　（自動音声案内「２」選択）

　�水道管の冬じたくを
お願いします

気温が低くなってくると水道管が凍結し、水
が出なくなったり、水道管が破裂したりしま
す。特に日当たりの悪いところ、風当たりの
強いところにある水道管は注意が必要です。

  凍結させないために
むき出しになっている水道管や蛇口には発泡
スチロール製の保温材や毛布を巻くと効果的
です。メーターボックスの中も発泡スチロー
ルや使い古しの毛布などを入れて保温してく
ださい。

  凍結・破裂してしまったときは
凍結してしまったら、タオル等をかぶせ、そ
の上からぬるま湯をゆっくりかけてくださ
い。熱湯を直接かけると破裂したりヒビ割れ
することがありますので注意してください。
破裂してしまったら、メーターボックスの中
にある止水栓（バルブまたはレバー）を閉め、
破裂した部分に布やテープを巻きつけて、指
定給水装置工事事業者へ修理を依頼してくだ
さい。

  漏水の有無を確認してください
寒くなると凍結により漏水が多くなります。
水道を使用していないのに水道メーターのパ
イロットが回転していると漏水の恐れがあり
ます。こまめに確認していただき、回転して
いる場合は指定給水装置工事事業者へご相談
ください。確認方法がわからない場合は水道
課までお問い合わせください。

問  水道課  ☎ 65-1555

　第2期ときがわ町
　子ども・子育て支援事業計画（案）
　�に対するご意見を募集します
町では、平成 27 年度から５年間を対象期間
として策定した第１期「ときがわ町子ども・
子育て支援事業計画」の計画期間が終了する
ことから、継続して子ども・子育て支援のた
めの取組みを総合的かつ計画的に推進するた
め、第２期計画の策定を進めています。この
たび、計画素案がまとまりましたので、町民
の皆様からのご意見を募集します。

閲覧及び募集期間  
　12 月 10 日㈫～令和２年１月 10 日㈮
　※土日及び年末年始を除く

事業計画 ( 案 ) の閲覧場所  
　 町 HP または福祉課・行政サービスコー

ナー・子育て支援センター２か所にて閲覧
することができます。

応募できる方  
　・町内在住・在勤・在学の方
　・ 町内に事務所または事業所を有する個人、

法人、その他団体

ご意見の提出方法・提出先  
　 閲覧場所にある「ご意見提出用紙」に住所、

氏名、電話番号、ご意見をご記入のうえ、
次のいずれかの方法でご提出ください。

　・直接持参　福祉課窓口
　・郵送　〒 355-0395　
　　ときがわ町大字玉川 2490 番地
　　ときがわ町役場福祉課児童福祉担当
　　（当日消印有効）
　・メール　jidou@town.tokigawa.lg.jp
　・FAX　65-3796

その他  
　・意見は具体的にご記入ください。
　・口頭での意見の申し出は受付けません。
　・ 意見に対する個別の回答は行いません。

内容を類型化した上で、町の考え方とあ
わせて公表します。

　・意見の原稿はお返ししません。
　・ ご記入いただいた個人情報は、このパブ

リックコメントの範囲内で利用し、それ
以外の目的では利用しません。

問  福祉課  ☎ 65-0813

　東松山斎場から
　�年末年始における東松山
斎場業務のお知らせ

※�令和2年1月1日㈬、2日㈭は予約確認も
できません。

火葬業務    9時30分～14時30分
　　　　  　※ 火葬時間は、通常１時間30分程度

で収骨となります。

問  東松山斎場  ☎ 22-4279

年月日 業務内容 受付区分
令和元年

12月27日㈮ 業務日 通常

12月28日㈯ 休業日、
受付のみ 通常

12月29日㈰ 業務日 午前中は構成市
町村のみ。
構成市町村以外
の受付(予約)は
午後から。

12月30日㈪ 業務日

12月31日㈫ 業務日

令和2年
1月1日㈬ 休業日

1月2日㈭ 休業日

1月3日㈮ 休業日、
受付のみ 午前中は構成市

町村のみ。
構成市町村以外
の受付(予約)は
午後から。

1月4日㈯ 業務日

1月5日㈰ 業務日

1月6日㈪ 業務日 通常

有料広告募集中　 ご覧いただいている広報ときがわを、あなたのお店やイベントの宣伝に役立てませんか？　☎ 65-0401
配布部数　月約 4,000 部　　　発行日　毎月第 4 金曜日　　　 広告料　1 段 /20,000 円　　1 段の 2 分の 1/10,000 円
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温泉スタンド

ご家庭で本格的な温泉を気軽に楽しめます！
営業時間　9時～17時　毎週水曜日が定休日です。

利用方法　セルフサービスの温泉スタンドです。20リットル100円 (50円単位で販売、

　おつりは出ません）。浴槽200リットルにつき20リットルが目安です。

注　意　入浴後、鉄製品等は水洗いしてください。また、温泉の飲用はできません。

　　　　 衛生管理のため、塩素滅菌を行っています。

所在地　ときがわ町大字大附870番地3（桃木地区八幡神社から大附方面へ約800ｍ）

問い合わせ　ときがわ町役場産業観光課　℡0493-65-1532（直通）
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